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【研究の目的】 
 日本の行政法において欧米諸国の行政法の影響が今日どのような形で受け継がれてきたか、また、欧
米諸国には見られない固有性がいかなる形で形成されたかを明らかにすることを通して、比較行政法研
究の新たな可能性と方法論的意義を明らかにする。 
 
【研究活動及び成果】 
 P.Leyland/G.Anthony, Administrative Law 8.ed., OUP, 2016の翻訳書の刊行に向けて、翻訳作業を進
めた。 

以下の通り共同研究会を開催し、翻訳担当者による担当部分の概要・特徴等の報告を踏まえて質疑を
おこなった。 

2022年3月22日午後2時～  報告 深澤龍一郎：イギリス行政法の特徴・裁量 
北島 周作：行政組織、裁量 

2022年3月29日午後2時～  報告 上田 健介：憲法と行政法の関係 
洞澤 秀雄：行政手続 
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